
                               藤住第８号  

                           令和８年４月２２日  

 

公益社団法人  静岡県宅地建物取引業協会  御中  

                         藤枝市長  北村  正平  

                             （公印省略）  

 

藤枝市まちなか空き家バンクへの登録 促進に係る協力について（依頼）  

  

 新緑の候、貴会におかれましては、ますます御清祥のこととお慶び申し上げます。     

平素は、本市行政及び空き家対策の推進に格別の御理解と御協力を賜り、厚く御礼

申し上げます。  

 さて、本市が運用しております「まちなか空き家バンク」につきましては、これ

まで本市の実態調査により把握した物件を対象としてまいりました。しかしながら、

市内には依然として潜在的な空き家が多数存在しており、これらを含めた流通促進

を図ることが喫緊の課題となっております。  

 このたび、本制度の活性化及び空き家の適切な管理・流通をより一層促進するた

め、登録対象範囲を拡大する見直しを行いました。  

 つきましては、貴会会員の皆様が取り扱われる物件の中で、下記の要件を満たす

ものにつきまして、「まちなか空き家バンク」への登録を 推進していただきたく、格

別の御協力を賜りますようお願い申し上げます。   

記  

１  登録対象  

以下の要件の全てに該当する空き家  

⑴  個人が所有するものであること（法人が所有するものではないこと。）。  

⑵  不動産取引に係る媒介契約が締結されていること。  

⑶  登 録 申 請 時 点 に お い て 、 売 買 契 約 の 締 結 準 備 中 又 は 締 結 済 み の 物 件 で は    

ないこと（※買主が既に確定している物件や、特定の相手方との交渉が具 体

化している物件は対象外です。）。  

⑷  建物用途が「居宅」であること（居宅以外の用途を兼ねるものも含みます  

す。）。  

 
裏 面 に 続 き ま す  



⑸  住 民 登 録 状 況 又 は 申 請 者 か ら 提 出 さ れ る 書 類 に よ っ て １ 年 以 上 空 き 家 状     

態が継続していることが確認できること。  

 

２  申請方法  

  以下のオンラインフォームより登録申請をお願いいたします。  

  登録に当たっては、あらかじめ物件の外観写真、物件情報が掲載されているウ  

 エブサイトのアドレス又は物件広告、建物登記事項証明書（全部事項証明） など  

 が必要となります。  
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３  関連支援制度について  

  まちなか空き家バンクに登録された物件について、成約（売買）に至った場合  

 には、購入者に対し、「藤枝市空き家活用・流通促進事業費補助金」として最大２  

 ００万円（補助率２分の１）を助成する制度がございます。  

  登録物件の建築年次等により助成内容が異なります。詳細につきましては、下  

 記本市住まい戦略課ホームページを御覧くださ い。  

 

https://www.city.fujieda.shizuoka.jp/soshiki/toshikensetsu/akiya/gyomu/hoj

yokin/1524025341858.html 

 

 

 

 

 

連絡先  

藤枝市都市建設部住まい戦略課  大石、梶原  

電話：０５４－６３１－５７５０（直通）  

E-MAIL： sumai@city.fujieda.lg.jp 
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